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表１　就業者に占めるパートタイム労働者の比率
国 1990年 

19.2 

 

13.8 

20.1 

－ 

12.2 

28.2 

14.5 

19.2

1995 

20.1 

 

14.1 

22.3 

14.2 

14.2 

29.0 

15.1 

16.9

1996 

21.8 

 

14.0 

22.9 

14.9 

14.3 

29.3 

14.8 

16.6

1997 

23.3 

 

13.6 

22.9 

15.8 

14.9 

29.1 

14.2 

17.2

1998 

23.6 

 

13.4 

23.0 

16.6 

14.8 

30.0 

13.5 

17.1

1999 

24.1 

 

13.3 

22.9 

17.1 

14.7 

30.4 

14.5 

15.3

2000 

22.6 

(16.7) 

12.9 

23.0 

17.6 

14.2 

32.1 

14.0 

16.1

2001 

24.9 

(17.7) 

13.1 

22.7 

18.3 

13.8 

33.0 

13.9 

14.7

2002 

25.1 

(18.3) 

13.4 

23.0 

18.8 

13.7 

33.9 

13.8 

16.2

資料出所：ＯＥＣＤ"Labour Force S tatistics"(Online Database),総務省統計局「労働力調査」

（注）ＯＥＣＤのデータは2003年８月現在登録されているものを使用。 
　　アメリカは被用者に占める割合 
　　日本の ( ) 内は就業者に占める週30時間未満就業した者の割合。 

日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

オランダ

スウェーデン

デンマーク

欧州ではテンポラリー・イコール低賃金ではないケースも多い 

 

１
　
は
じ
め
に 

　
統
計
の
国
際
比
較
に
は
様
々
な
困
難
が
伴

う
。
特
に
労
働
統
計
に
お
い
て
は
、
統
計
上

の
定
義
の
違
い
や
各
国
の
制
度
・
慣
習
の
違

い
、
質
の
違
い
な
ど
が
推
計
値
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
ほ
か
、
本
来
的
に
は
統
計
と
し

て
の
捕
捉
方
法
や
精
度
の
違
い
な
ど
も
意
識

し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
就
業
形
態
多
様
化

に
関
し
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
／
パ
ー
ト
タ
イ

ム
、
常
用(perm

anent)

／
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
と

い
う
二
つ
の
区
分
を
用
い
た
各
国
の
労
働
力

調
査
に
よ
る
国
際
比
較
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済

協
力
開
発
機
構
）
等
で
行
わ
れ
て
い
る
。 

　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ

い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
等
に
お
け

る
国
際
比
較
で
は
自
営
業
等
を

含
む
就
業
者
ベ
ー
ス
で
定
義
さ

れ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
雇
用

者
に
占
め
る
短
時
間
雇
用
者
で

パ
ー
ト
比
率
を
求
め
る
こ
と
が

多
い
た
め
、
デ
ー
タ
を
み
る
際

は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
方

で
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者
に

つ
い
て
は
、
被
用
者(depend-

ent em
ploym

ent)

の
う
ち
、
長

期
間
継
続
す
る
雇
用
関
係
へ
の

期
待
の
な
い
労
働
者
と
し
て
定

義
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。 

　
さ
ら
に
、
日
本
で
は
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
や
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

雇
用
を
区
別
な
く
「
非
正
社
員
」

と
い
う
概
念
で
み
る
こ
と
が
多

い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
有
期
雇
用
者
、
派
遣
労

働
者
に
対
す
る
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
な
ど
、

国
に
よ
り
就
業
形
態
の
考
え
方
に
は
大
き
な

違
い
が
あ
る
。 

　
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
区
分
か
ら
各
国

統
計
の
比
較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

  

２
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者 

　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
い
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
通

常
の
労
働
時
間(usual w

orking hours)

が
週

三
〇
時
間
未
満
の
労
働
と
定
義
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
各
国
統
計
の
定
義
に

違
い
が
あ
る
た
め
必
ず
し
も
こ
の
と
お
り
で

は
な
く
、
特
に
日
本
に
つ
い
て
は
、
調
査
週

の
労
働
時
間(actual w

orking hours)

が
三

五
時
間
未
満
の
者
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
に
つ
い
て

は
、
①
敷
居
値
（
三
〇
時
間
／
三
五
時
間
）

の
違
い
、
②
通
常
の
労
働
時
間
と
実
労
働
時

間
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
う
ち
①
に
つ
い
て
は
、
最
近
の

労
働
力
調
査
か
ら
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
定
義
に
近
い

ベ
ー
ス
で
パ
ー
ト
比
率
の
値
を
と
る
と
概
ね

一
七
％
前
後
と
な
り（
表
１
）、
ド
イ
ツ
や
デ

ン
マ
ー
ク
の
パ
ー
ト
比
率
に
近
く
、
当
初
の

定
義
で
み
た
場
合
よ
り
も
か
な
り
低
い
水
準

と
な
る
。 

　
オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
比
率
が

際
だ
っ
て
高
い
が
、
産
業
別
に
み
て
も
全
て

の
産
業
で
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
同
国
の
パ
ー
ト
比
率
が
産
業
構
造
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表２　雇用者に占めるテンポラリー雇用者の比率
国 1990年 

10.6 

－ 

5.2 

10.5 

10.5 

7.6 

－ 

10.8

1995 
10.5 

4.9 

7.0 

10.4 

12.3 

10.9 

－ 

12.1

1996 
10.5 

－ 

7.1 

11.1 

12.6 

12.0 

－ 

11.2

1997 
11.0 

4.4 

7.4 

11.7 

13.1 

11.4 

14.6 

11.1

1998 
11.4 

－ 

7.1 

12.3 

13.9 

12.7 

15.5 

10.1

1999 
11.9 

4.3 

6.8 

13.1 

14.0 

12.0 

15.9 

10.2

2000 
12.5 

－ 

6.7 

12.7 

15.5 

14.0 

15.2 

10.2

2001 
12.8 

4.0 

6.7 

12.4 

14.9 

14.3 

14.8 

9.4 

 

2002 
13.5 

－ 

6.1 

12.0 

14.1 

14.3 

14.8 

8.9

日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

オランダ

スウェーデン

デンマーク

資料出所：ＯＥＣＤ"Labour Force S tatistics"(Online Database),総務省統計局「労働力調査」
　　　　　US Bureau of Labour S tatistics "Contingent and A lternative Em ploym ent A rrangem ent" 

（注）ＯＥＣＤのデータは2003年８月現在登録されているものを使用。 
　　日本については、雇用者（非農林業）に占める常雇以外の雇用者（臨時雇及び日雇）の割合。 
　　アメリカについては、就業者に占める暗黙のまたは明瞭な契約のない者で、雇用の継続を期待していない労働者の割合。 

先進諸国の動向 

の
偏
り
に
よ
っ
て
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
社
会
全
体
に
わ
た
っ
て
パ
ー
ト
化
が
浸

透
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
し
て
各
国
に
共

通
す
る
の
は
、
女
性
や
若
年
者
の
割
合
が
大

き
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
賃
金
格
差
や
学

歴
構
成
に
つ
い
て
は
違
い
が
み
ら
れ
、
ア
メ

リ
カ
な
ど
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
フ
ル
タ
イ

ム
間
賃
金
格
差
が
大
き
い
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
諸
国
で
は
格
差
が
小
さ
い
（O

EC
D

日
本
に
つ
い
て
は
、
賃
金
格
差
が
徐
々
に
広

が
る
傾
向
に
あ
り
、
学
歴
構
成
に
つ
い
て
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
占
め
る
大
卒
程
度

の
比
率
が
際
だ
っ
て
低
い
こ
と
が
特
徴
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
（
後
述
す
る
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

雇
用
者
に
つ
い
て
も
同
様
）。 

　
さ
ら
に
非
自
発
的
パ
ー
ト
と
い
う
観
点
か

ら
み
た
場
合
、
特
に
女
性
に
つ
い
て
は
、
概

ね
パ
ー
ト
比
率
が
高
い
国
ほ
ど
そ
の
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
へ
の
選
好
率
は
低
く
な
る
と
い
う

傾
向
が
み
ら
れ
る（
図
１
）。
な
お
、
非
自
発

的
パ
ー
ト
と
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働

い
て
い
る
と
答
え
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

と
し
て
定
義
さ
れ
る
。 

  
３
　
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者 

　
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者
に
関
し
て
は
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
よ
う
な
統
一
的
定
義

が
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
欧
州
統
計
局

(Eurostat)

で
は
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
（
一

時
雇
用
）
と
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

（
有
期
雇
用
）
は
、
国
に
よ
り
異
な
る
制
度

と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
全
体
と
し
て
は
類

似
と
み
な
せ
る
と
し
て
お
り
、（
ａ
）季
節
労

働
者
、（
ｂ
）派
遣
労
働
者
、（
ｃ
）特
定
の
職

業
訓
練
契
約
を
行
い
そ
の
期
間
に
定
め
の
あ

る
者
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
派
遣
労
働
者
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
各
国
の
制
度
に
は
大
き
な
違
い

が
あ
る
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
で
は

常
用
雇
用
へ
の
雇
用
保
護
規
制
が
弱
く
常
用

雇
用
と
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
に
さ
し
た
る
違

い
が
な
い
な
ど
、
雇
用
慣
習
の
違
い
も
推
計

値
を
比
較
す
る
上
で
十
分
な
留
意
が
必
要
と

な
る
。 

　
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者
の
分
析
と
し
て
は
、

O
E
C
D
(2002)

に
お
い
て
詳
し
く
分
析
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
三
分
の
一
〜
三

分
の
二
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者
は
、
二
年

後
に
常
用
雇
用
者
と
な
っ
て
お
り
、
職
業
経

歴
の
中
の
一
段
階
と
し
て
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

雇
用
の
役
割
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
で
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
を
継
続
も
し
く
は
繰
り
返

す
者
も
少
な
く
な
い
。
賃
金
格
差
は
、
労
働

者
の
属
性
を
調
整
し
た
後
も
存
在
す
る
が
、

（
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
）
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
雇
用
が
低
賃
金
労
働
を
示
す
も
の
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。
満
足
度
も
、
常
用
雇

用
の
場
合
と
比
較
し
て
、
雇
用
保
障
に
関
し

て
は
一
部
の
国
で
低
い
ケ
ー
ス
は
み
ら
れ
る

も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
小
さ
い

わ
け
で
は
な
い
。 

  

４
　
お
わ
り
に 

　
就
業
形
態
多
様
化
に
関
し
て
、
大
き
く
み

て
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大

陸
諸
国
の
間
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ

カ
・
イ
ギ
リ
ス
で
は
常
用
雇
用
へ
の
雇
用
保

護
規
制
が
弱
く
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者
の
水

準
は
低
い
。
ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
フ
ル

タ
イ
ム
間
賃
金
格
差
が
大
き
い
。
一
方
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
す
る

強
い
雇
用
保
護
規
制
が
あ
る
中
で
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
雇
用
に
対
す
る
自
由
化
の
動
き
が
あ
り

(O
E
C
D
(2002), pp.135-137)

、
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
雇
用
は
増
加
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
比

率
で
み
た
場
合
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
多
く

の
国
で
低
下
傾
向
）
。
賃
金
や
労
働
条
件
に

関
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
Ｅ
Ｕ
理
事
会
指
令

が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
フ

ル
タ
イ
ム
間
の
賃

金
格
差
は
小
さ
い
。 

　
な
お
、
労
働
統

計
の
国
際
比
較
に

関
連
し
て
、
日
本

を
含
ま
な
い
欧
米

の
統
計
デ
ー
タ
を

利
用
し
た
比
較
統

計
を
よ
く
み
か
け

る
。
例
え
ば
、

O
E
C
D
(2002)

に

お
い
て
も
、
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
雇
用
者

の
賃
金
、
フ
リ
ン

ジ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
、

職
業
訓
練
機
会
、

モ
ビ
リ
テ
ィ
な
ど

主
要
な
論
点
は
、

欧
州
諸
国
の
デ
ー

タ
に
よ
る
分
析
に

限
ら
れ
て
い
る
。 
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女
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の
パ
ー
ト
労
働
者
比
率

女性パート労働者に占める非自発的パート労働者

資料出所：OECD O n lin e  D atab as e  "Em p lo y m e n t O u tlo o k"

（注）アメリカは被用者に占める割合。日本のパートの定義は35時間未満で他の国（30時間 
　　　未満）と異なる。 

図１ 女性のパート比率と非自発パート割合の相関
（2000年）

（％） 
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韓
国
の
非
正
規
労
働
者
の
改
善
策
 

　
―
新
政
府
発
足
以
降
の
動
向
―
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51.6 52.1 50.8 51.6

韓国非正規労働者の割合の推移

先進諸国の動向 

　
韓
国
で
は
、
今
年
二
月
盧
武
鉉
（
ノ
・
ム

ヒ
ョ
ン
）
政
権
が
発
足
し
て
か
ら
様
々
な
社

会
変
化
が
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
一
九 

九
七
年
に
発
生
し
た
経
済
危
機
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
労
働
市
場
改
革
の
影

響
に
よ
っ
て
増
加
し
た
非
正
規
労
働
者
の
処 

遇
改
善
を
巡
る
様
々
な
動
き
が
急
展
開
し
て

い
る
。
　 

 

韓
国
で
は
、
非
正
規
労
働
者
が
も
と
も
と

高
い
割
合
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
か
ら

は
雇
用
労
働
者
の
中
で
非
正
規
労
働
者
が
占

め
る
割
合
が
五
割
を
超
え
て
い
る
（
図
表
参

照
）。 

　
盧
大
統
領
は
大
統
領
選
で
公
約
に
正
規
労

働
者
の
処
遇
改
善
を
掲
げ
た
経
緯
も
あ
っ
て
、

新
政
府
の
対
策
が
進
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
韓

国
の
政
労
使
の
合
意･

協
議
機
関
で
あ
る｢

労

使
政
委
員
会｣

は
、｢

非
正
規
労
働
者
対
策
特

別
委
員
会｣

を
設
け
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、

労
使
の
合
意
を
引
き
出
せ
な
い
ま
ま
、
公
益

委
員
案
を
今
年
五
月
二
三
日
に
発
表
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
有
期
労
働
契
約
は
重
要
な

雇
用
形
態
で
あ
る
と
認
め
た
上
、
そ
の
濫
用

を
防
ぐ
た
め
に
一
定
の
期
間
を
超
え
た
場
合
、

期
限
の
定
め
の
な
い
雇
用
と
み
な
す
こ
と
に

し
た
。
と
同
時
に
、
有
期
契
約
労
働
者
に
対

す
る
差
別
禁
止
原
則
、
書
面
に
よ
る
労
働
条

件
の
明
示
、
新
規
採
用
の
際
に
非
正
規
労
働

者
の
正
規
労
働
者
へ
の
転
換
に
よ
る
優
先
的

採
用
等
を
打
ち
出
し
、
そ
の
た
め
の
労
働
基

準
法
を
改
正
す
る
よ
う
に
提
案
し
た
。
ま
た
、

｢

派
遣
法｣

の
改
正
に
よ
り
、
派
遣
会
社
の
違

法
派
遣
に
対
し
罰
則
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

派
遣
の
対
象
で
は
な
い
職
種
に
不
正
に
派
遣

さ
れ
た
労
働
者
は
雇
用
主
に
直
接
雇
用
さ
れ

た
者
と
み
な
す
案
を
打
ち
出
し
た
。 

　
韓
国
労
働
部
（
日
本
の
旧
労
働
省
に
当
た

る
）
は
九
月
四
日
、
今
後
労
使
関
係
の
あ
る

べ
き
姿
を
示
し
た｢

労
使
関
係
改
革
方
向｣

を

発
表
し
た
。
そ
こ
で
も
労
働
市
場
の
柔
軟
化

の
た
め
に
非
正
規
労
働
者
の
活
用
を
認
め
た

上
、
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
で
不
合
理
的
な

差
別
禁
止
原
則
の
明
文
化
を
柱
と
す
る
非
正

規
労
働
者
の
差
別
解
消
お
よ
び
非
正
規
労
働

者
濫
用
規
制
案
を
提
示
し
た
。 

　
韓
国
労
働
部
労
働
基
準
局
長
は
、
一
〇
月

一
二
日
上
記
の
よ
う
な
動
き
を
踏
ま
え
て
、

現
行
の
派
遣
法
を
全
面
改
正
し
、
派
遣
労
働

者
等
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
改
善
を
行
う
た

め
に｢

期
間
制
及
び
短
時
間
労
働
者
保
護
等

に
関
す
る
法
律（
仮
称
）｣

を
制
定
す
る
予
定

で
あ
る
と
語
っ
た
。
今
後
、
国
会
で
の
審
議

等
の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
政
府
の
取
り
組
み
を
待
た
ず

に
、
労
働
組
合
の
運
動
に
よ
る
非
正
規
労
働

者
の
処
遇
改
善
も
進
ん
で
い
る
。
今
年
、
現

代
自
動
車
労
組
は
非
正
規
労
働
者
の
賃
金
引

上
げ
、
一
定
の
条
件
の
下
で
非
正
規
の
正
規

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
雇
用
統
計

の
改
正
や
非
正
規
雇
用
に
関
す
る
統
計
の
充

実
に
向
け
た
動
き
、
さ
ら
に
は
よ
り
国
際
標

準
に
近
い
日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
訂
な
ど
、

わ
が
国
の
側
で
の
改
善
の
動
き
が
徐
々
に
進

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
一
定
の
改
善

が
見
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

市
場
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
商
品

や
証
券
は
、
取
引
レ
ー
ト
が
明
示
的
で
な
い

た
め
、
会
計
上
の
公
正
価
値
を
把
握
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
。
同
じ
視
点
で
わ
が
国
の

労
働
市
場
を
み
た
場
合
、
新
卒
採
用
と
内
部

育
成
を
中
心
と
し
た
正
社
員
の
場
合
と
明
ら

か
に
分
化
さ
れ
た
パ
ー
ト
労
働
市
場
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
中
間
層
が
な
い
こ
と
が
労
働
と
そ

の
対
償
と
の
関
係
を
ゆ
が
め
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
対
処
策
と
し
て
は
、
パ
ー
ト
労

働
を
高
度
化
し
労
働
条
件
も
そ
れ
に
見
合
う

も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
や
、
い
わ
ゆ
る
「
短

時
間
正
社
員
」
な
ど
新
た
な
職
務
形
態
を
構

築
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、

よ
り
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
の
高
い
方
向
で
問

題
が
解
決
さ
れ
、
幅
広
い
社
会
構
成
員
が
ラ

イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
ゆ
と
り
を
持
っ
て

働
く
時
代
に
つ
な
が
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
を
探
る
上
で
、
さ
ら
に
詳
細
か
つ
広

範
囲
な
側
面
か
ら
の
国
際
比
較
を
行
っ
て
い

く
こ
と
も
そ
の
参
考
と
な
ろ
う
。 

  注
　
統
計
表
の
数
値
は
、
一
部
を
除
き
、
原
則
と
し

て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
のO

nline D
atabase

に
掲
載
さ
れ
て
い

る
デ
ー
タ
を
使
用
し
た
。
な
お
、
数
値
は
過
去
分
を

含
め
更
新
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、"E

m
ploy-

m
ent O

utlook"

、
「
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
労
働
比
較
」

及
び
調
査
研
究
報
告
書
「
非
典
型
雇
用
労
働
者
の
多

様
な
就
業
実
態
」
の
掲
載
表
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。 

  

参
考
文
献 

（
１
）
日
本
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働
研
究
機
構
（
二
〇
〇
三
） 
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査

研
究
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告
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６
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派
遣
労
働
者
保
護
を
め
ぐ
る
Ｅ
Ｕ
の
議
論
 

先進諸国の動向 

労
働
者
化
を
要
求
し
会
社
か
ら
の
前
向
き
な

回
答
を
獲
得
し
た
。
ま
た
、
職
安
の
非
正
規

労
働
者
で
あ
る｢

職
業
相
談
員｣

労
組
は
一
〇

月
六
日
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
、
賃
上
げ
と
身

分
の
向
上
を
勝
ち
取
っ
た
。 

　
以
上
、
見
た
よ
う
に
、
韓
国
で
は
非
正
規

労
働
者
の
処
遇
改
善
を
目
指
し
て
急
展
開
し

て
い
る
政
府
と
労
働
組
合
の
取
組
み
が
、
大

統
領
の
再
信
任
問
題
等
の
厳
し
い
政
局
の
中
、

ど
の
く
ら
い
実
を
結
ぶ
か
予
断
を
許
さ
な
い

状
況
で
あ
る
。 

（
研
究
員
・
呉
　
学
殊
） 

　
欧
州
委
員
会
事
務
局
は
二
〇
〇
二
年
三
月
、

派
遣
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
指
令
案
を
議

会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
未
だ
そ
の
採
択
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
採
択
を
阻
む
最
大
の
壁

は
、
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
均
等
待
遇
を
め

ぐ
る
論
争
と
、
派
遣
労
働
の
規
制
緩
和
を
加

盟
国
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
、

派
遣
労
働
者
の
現
状
、
指
令
案
を
め
ぐ
る
こ

れ
ま
で
の
経
緯
、
そ
し
て
指
令
案
の
内
容
を

概
観
す
る
。 

    

派
遣
労
働
者

の
現
状 

　
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
人
材
派
遣
業
の
成
長
は
急

速
で
、
一
九
九
九
年
の
人
材
派
遣
業
界
の
売

上
高
は
お
よ
そ
五
九
〇
億
ユ
ー
ロ
に
ま
で
達

し
た
。
し
か
し
派
遣
労
働
者
が
雇
用
者
全
体

に
占
め
る
割
合
は
一
九
九
八
年
の
一
・
四
％

に
留
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
派
遣
労
働

者
の
約
八
割
は
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ

ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
働
く
と
い
う
現
状
に
あ

る
。
ま
た
派
遣
期
間
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
六

カ
月
未
満
で
あ
る
こ
と
も
、
大
多
数
の
加
盟

国
で
共
通
し
て
い
る
。 

 

加
盟
国
ご
と
に
、
派
遣
労
働
者
が
雇
用
者

全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
す
と
、
オ
ラ
ン
ダ

が
四
％
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
が
三
・
五
％
、

フ
ラ
ン
ス
が
二
・
七
％
、
イ
ギ
リ
ス
が
二
・

一
％
、
ベ
ル
ギ
ー
が
一
・
六
％
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
が
一
％
、
ス
ペ
イ
ン
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が

〇
・
八
％
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

ド
イ
ツ
が
〇
・
七
％
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
が
〇
・
六
％
、
イ
タ
リ
ア
が
〇
・ 

二
％
と
な
る
（
一
九
九
九
年
の
デ
ー
タ
。
ギ

リ
シ
ャ
の
デ
ー
タ
は
入
手
不
能
）。 

    
こ
れ
ま
で
の
経
緯 

　
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
非
典
型
雇
用
」
関
連
の

指
令
と
し
て
は
一
九
九
七
年
一
二
月
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
指
令
と
、
九
九
年

六
月
の
有
期
雇
用
労
働
契
約
に
関
す
る
指
令

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
（
通
常
は
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
＝

欧
州
労
連
、
Ｃ
Ｅ
Ｅ
Ｐ
＝
欧
州
公
共
企
業
セ

ン
タ
ー
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
＝
欧
州
産
業
連
盟
を

指
す
）
間
に
お
け
る
協
約
の
締
結
と
、
そ
の

協
約
の
指
令
へ
の
転
換
と
い
う
手
続
き
を
経

て
採
択
さ
れ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
労
働
者

派
遣
は
、
派
遣
元
、
派
遣
先
、
派
遣
労
働
者

と
い
う
三
者
が
関
係
す
る
た
め
非
典
型
雇
用

の
中
で
も
難
題
中
の
難
題
と
さ
れ
る
。
そ
れ

を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
派
遣
労
働
を
め

ぐ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
交
渉

は
、
関
係
者
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
〇

〇
一
年
に
頓
挫
し
た
。
均
等
待
遇
の
実
現
に

向
け
て
基
準
と
な
る
べ
き
「
同
等
の
労
働
者
」

の
理
解
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で

の
最
大
の
論
争
点
と
な
り
、
意
見
が
激
し
く

対
立
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。 

　
そ
の
後
約
一
〇
カ
月
を
経
た
二
〇
〇
二
年

三
月
、
欧
州
委
員
会
事
務
局
は
派
遣
労
働
者

保
護
指
令
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
指

令
案
に
つ
い
て
欧
州
議
会
の
第
一
読
会
で
は

多
く
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
続

い
て
現
在
も
、
雇
用
・
社
会
政
策
等
閣
僚
理 

事
会
で
指
令
案
に
関
す
る
合
意
形
成
に
向
け

て
の
議
論
が
継
続
中
で
あ
る
。
欧
州
委
員
会

事
務
局
は
当
初
、
二
〇
〇
三
年
六
月
の
閣
僚

理
事
会
で
合
意
が
得
ら
れ
る
も
の
と
の
期
待

を
示
し
て
い
た
が
、
現
在
に
至
っ
て
も
未
だ

合
意
は
実
現
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。 

    

指
令
案

の
概
要 

　
指
令
案
は
、
ま
ず
第
一
に
指
令
と
す
る
目

的
に
つ
い
て
、
差
別
禁
止
原
則
が
派
遣
労
働

者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
、

続
い
て
派
遣
元
事
業
主
を
使
用
者
と
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
派
遣
労
働
者
の
保
護
を
確
保

し
、
派
遣
労
働
の
質
を
高
め
る
こ
と
の
重
要

性
を
掲
げ
て
い
る
。 

　
第
二
に
派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い

て
は
、
差
別
禁
止
の
原
則
、
常
用
雇
用
へ
の

ア
ク
セ
ス
、
派
遣
労
働
者
の
代
表
者
な
ど
に

つ
い
て
定
め
て
い
る
。 

 
差
別
禁
止
原
則
の
部
分
で
は
、
派
遣
労
働

者
の
基
本
的
な
労
働
条
件
は
、
派
遣
就
労
期

間
中
は
少
な
く
と
も
同
じ
仕
事
を
行
う
た
め

に
派
遣
先
企
業
に
直
接
雇
用
さ
れ
た
場
合
に

適
用
さ
れ
る
条
件
と
同
一
の
条
件
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
派
遣

労
働
者
が
派
遣
元
と
期
間
の
定
め
の
な
い
契

約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
規
定
の

除
外
や
例
外
も
認
め
て
い
る
。 

　
常
用
雇
用
へ
の
ア
ク
セ
ス
で
は
、
派
遣
労

働
者
は
派
遣
先
企
業
で
の
欠
員
に
つ
い
て
情

報
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
際
に
派
遣
先

企
業
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
他
の
労
働
者
と

同
一
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

規
定
す
る
。
ま
た
派
遣
元
事
業
主
は
、
直
接

雇
用
の
機
会
を
提
供
し
た
こ
と
な
ど
の
見
返

り
と
し
て
労
働
者
に
何
ら
か
の
料
金
を
請
求

し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
さ
ら
に
は
派

遣
先
企
業
の
食
堂
や
保
育
・
通
勤
サ
ー
ビ
ス 

な
ど
の
よ
う
な
福
利
厚
生
に
つ
い
て
派
遣
労

働
者
は
、
派
遣
先
企
業
に
直
接
雇
用
さ
れ
る

労
働
者
と
同
様
の
条
件
の
下
で
の
利
用
が
保

障
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

    

今
後

の
展
望 

　
二
〇
〇
二
年
指
令
案
を
め
ぐ
る
最
大
の
問

題
は
、
派
遣
労
働
者
の
賃
金
を
め
ぐ
る
規
定

と
、
加
盟
国
に
対
す
る
派
遣
労
働
の
規
制
緩

和
を
求
め
た
部
分
で
あ
る
。
賃
金
に
つ
い
て

は
、
派
遣
期
間
が
六
週
間
を
超
え
な
い
範
囲

で
あ
れ
ば
均
等
待
遇
規
定
を
除
外
で
き
る
と

規
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
規
定
自
体
の
撤

廃
を
求
め
る
加
盟
国
と
、
反
対
に
除
外
対
象

期
間
の
延
長
を
求
め
る
加
盟
国
の
対
立
が
激

し
く
、
両
者
の
調
整
が
つ
か
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
規
制
緩
和
の
要
請
は
、
法
律
や
労

働
協
約
に
よ
り
派
遣
労
働
の
利
用
を
制
限
し

て
い
る
加
盟
国
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
そ

の
再
検
討
を
求
め
る
声
に
は
根
強
い
も
の
が

あ
る
。 

　
難
題
山
積
の
案
件
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

同
指
令
案
は
雇
用
・
社
会
政
策
分
野
に
お
け

る
最
重
要
の
懸
案
事
項
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
な
お
か
つ
現
在
の
議
長
国
で
あ
る

イ
タ
リ
ア
も
同
指
令
案
採
択
に
向
け
て
の
支

持
を
表
明
し
た
こ
と
も
弾
み
と
な
っ
て
、
現

在
で
も
な
お
打
開
の
糸
口
を
求
め
て
の
努
力

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
国
際
研
究
部
） 


